
 

 

議  案  第  ９２  号  

 

 

新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例の制定について  

 

新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。  

 

平成２６年１２月１１日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を

改正する条例  

 

第１条  新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例（昭和４２年

条例第１１号）の一部を次のように改正する。  

第５条中「１００分の１５５」を「１００分の１７０」に改める。  

第２条  新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を次の

ように改正する。  

第５条中「１００分の１４０」を「１００分の１４７．５」に、「１００分の１７０」

を「１００分の１６２．５」に改める。  

附  則  

（施行期日等）  

１  この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条の規定は平成２７年４月１日から

施行する。  

２  第１条の規定による改正後の新居浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に



 

 

関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規定は、平成２６年１２月１日から

適用する。  

（期末手当の内払）  

３  改正後の条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の新居

浜市教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給さ

れた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。  

 

提案理由  

教育長について、人事院勧告に準じた特別職の国家公務員に係る給与改定を勘案して

期末手当の支給割合を改めるため、本案を提出する。  
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